
新 旧 

 

第１条 （略） 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）「建築物」とは、昭和56 年５月31 日以前に新築の工事に着手された建築

物をいう。 

（２）～（４）（略） 

 

（補助目的、補助対象事業等） 

第３条 県は、南海トラフ地震に備え、不特定多数の利用者及び避難弱者の安全並

びに緊急輸送道路等の避難路及び避難所の機能を確保するために行う、次の各号

に掲げる事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。 

(１) 要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物を対象に、当

該建築物の所有者に対して市町村が費用の一部を補助する耐震診断費補助事

業、耐震改修設計費補助事業及び耐震改修費補助事業（ただし、耐震診断費補

助事業及び耐震改修設計費補助事業については平成31年３月31日までに着手

する事業、耐震改修費補助事業については平成31年３月31日までに耐震改修設

計費補助事業に着手する事業に限る。国、地方公共団体その他公の機関が所有

する建築物に係る事業を除く。） 

 (２) 要安全確認計画記載建築物（防災拠点を除く。）を対象に、市町村が行う

緊急輸送道路等沿道建築物除却事業 

２ 前項に掲げる事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経費、補助要件、

補助金の額は、同項第１号の事業については別表第１－１に、同項第２号の事業

については別表第１－２に定めるとおりとする。 

 

第４条～第８条 （略） 

 

第１条 （略） 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）「建築物」とは、昭和56 年５月31 日以前に新築の工事に着手された建築物

をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。 

（２）～（４）（略） 

 

（補助目的、補助対象事業等） 

第３条 県は、南海トラフ地震に備え、不特定多数の利用者及び避難弱者の安全並び

に緊急輸送道路等の避難路及び避難所の機能を確保するため、要緊急安全確認大規

模建築物及び要安全確認計画記載建築物を対象に、当該建築物の所有者に対して市

町村が費用の一部を補助する耐震診断費補助事業、耐震改修設計費補助事業及び耐

震改修費補助事業（ただし、耐震診断費補助事業及び耐震改修設計費補助事業につ

いては平成31 年3月31日までに着手する事業、耐震改修費補助事業については平成

31 年3月31日までに耐震改修設計費補助事業に着手する事業に限る。）について、

予算の範囲内で補助金を交付する。 

  

 

 

 

２ 前項に掲げる事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経費、補助要件、補

助金の額は、別表第１に定めるとおりとする。 

 

 

第４条～第８条 （略） 



 

（現場検査） 

第９条 補助事業者は、第３条第１項第１号の事業のうち、耐震改修費補助事業の

対象となる耐震改修及び建替えの工事について、現場検査を行うものとする。 

２ （略） 

 

第10条～第17条 （略） 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年 月 日から施行する。 

 

別表第１－１（第３条第１項第１号関係） 

 

別表第１－２（第３条第１項第２号関係） 

 

 

 

 

 

 

（現場検査） 

第９条 補助事業者は、第３条第１項の事業のうち、耐震改修費補助事業の対象とな

る耐震改修及び建替えの工事について、現場検査を行うものとする。 

２ （略） 

 

第10条～第17条 （略） 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1号様式 

 

第 1号様式 

 

 



第１号様式 別紙１ 

 

 

 

第１号様式 別紙１ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式 別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 別紙３ 

 

 

 

 

第１号様式 別紙３ 

 

 

 

 

 



第２号様式 別紙１ 

 

 

 

第２号様式 別紙１ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式 別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式 別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式 別紙３ 

 

 

 

 

第２号様式 別紙３ 

 

 

 

 

 



第５号様式 別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号様式 別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式 別紙２ 

 

 

 

 

 

第５号様式 別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式 別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６号様式 別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


